
議木安第 33号

橋本市都市公園条例の一部を改正する条例について

橋本市都市公園条例の一部を改正する条例について、別紙のとお り定めたい

ので、議会の議決を求める。

令和 5年 2月 27日 提出

橋本市長  平木 哲朗

-112-



橋 本 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る条 例

橋 本 市都 市公 園条例 (平 成 18年 橋 本 市 条例 第 195号 )の 一 部 を次 の よ うに改正 す る。 なお 、改 正 部 分 は、次 の表
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有料施設 を利用す る者 が入場料又 は これ に類す るものを徴収す る場

合 にお ける使用料 の額 は、前各項 に規 定す る使用料 の額 の3倍 に相 当

す る額 とす る。

表 (第 13条 関係 )

有料施設 を利 用す る者 が入場料又 は これ に類す るもの を徴収す るナ易

合 にお ける使用料 の額 は、前3項 に規 定す る使用料 の額 の3倍 に相 当す

る額 とす るc

町表 (第 13条 関係 )

～3 略

有料施設 の使用料
1～ 3 略 1

有料施設 の使 用料
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神野々緑地
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神 野 々緑地

略

芝 生広 場

略

芝生広場

ア 略 ア  略

イ 芝 生広場 グ ラ ウン ドゴル フ使 用 料 イ 芝 生広 場 グ ラン ドゴル フ使 用 料

利 用 時 間 単 位 使 用 料 利 用 時 間 単 位 使 用 料

1ラ ウ ン ド

(8ホ ー ル )

フ リー ラ ウ ン ド 1ラ ウ ン ド

(8ホ ー ル )

フ リー ラ ウ ン ド

(24ホ ー ル 以 上 ) (24ホ ー ル 以 上 )

9時 か ら 20時

ま で

1人 112円 334円 9時 か ら 20時

ま で

1人 112円 334円



(3)日各(3) 日各

令 和 5年 4月 1日 か ら施 行 す る。

附  則

こ の 条 例 は
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